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基礎・経済統計 ３ （補２）

国民経済計算（２）
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所得面（分配面）からみたＧＤＰと
再分配

• 利子配当の源泉
– 営業剰余から利子，配当が支払われる

• 要素所得
– 要素所得（総）

• 雇用者報酬＋営業剰余＋固定資本減耗

– 要素所得（純）
• 雇用者報酬＋営業剰余

• 第１次所得
– 第１次所得（総）

• 要素所得＋純間接税＋財産所得純受取

– 第１次所得（純）
• 要素所得＋純間接税＋財産所得純受取－固定資本減耗

• ＧＮＰとの関連
– 第１次所得の総計をとると，国内における債権債務関係による財産所得は

相殺されるので，海外との財産所得のバランス＋要素所得（総）＋純間接税
がＧＮＰ
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国際収支表の経常収支と
国民経済計算の経常移転

• 国際収支表の経常収支
– 貿易収支＝（財に関する）純輸出（＝輸出ー輸入）
– サービス収支（サービスに関する純輸出）
– 所得収支

• 雇用者報酬の海外からの受取
• 財産所得（利子・配当）

– 含まないもの（資本形成に関わる資本移転含まず）
» 証券投資 海外企業の株式取得，売却

» 直接投資 海外におけるプラントの建設に直接支出
» 海外企業に対する貸し付け，借り入れ

– 経常移転収支
• その他の経常移転の合計

– ＳＮＡの経常移転と対応
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Ｕ氏のＣＤ印税は
ＧＤＰに含まれているか？（１）

• 設定

– Ｕ氏は在米の日本人アーチスト

– Ｕ氏は国内に「Ｕ事務所」を設立し，印税を受け
取る

– Ｕ氏は，「Ｕ事務所」から印税を全額「給料」として
受け取る．

– これは，Ｕ氏の在米の銀行口座に振り込まれる．
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Ｕ氏のＣＤ印税は
ＧＤＰに含まれる？（２）

• ＧＤＰには含まれる

• 所得面から見る
– Ｕ氏の印税は「Ｕ事務所」が提供した著作物（歌）というサービスの供

給に貢献したことに対する雇用者報酬，すなわち，要素所得．

• 生産面から見る
– 「Ｕ事務所」の会計上Ｕ氏への報酬は中間投入ではない

– ここでは，Ｕ氏が雇用されている人であるというのがポイント

• 支出面から見る
– Ｕ氏の著作物は直接にはＣＤ工場で中間投入されるが，最終的なＣ

Ｄとなって消費者に最終使用される．このとき，印税分も最終使用さ
れるのではいる

– もし，期末をＣＤ工場で迎えた場合在庫投資となり，投資として最終
使用される．
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Ｕ氏のＣＤ印税は
ＧＤＰに含まれる？（３）

• 設定を変えてみよう
– Ｕ氏は米国にも「米国Ｕ事務所」を設立
– 印税は「日本Ｕ事務所」で受取，それを「米Ｕ事務所」に送
金．「米国Ｕ事務所」から雇用者報酬として受け取る

• この場合は，ＧＤＰに含まれない
– 生産面から見る

• Ｕ氏の印税は「米国Ｕ事務所」が提供した著作物（歌）というサー
ビスに対する支払

• Ｕ氏の著作物は中間投入

– 支出面
• 在庫になるにせよ最終消費されるにせよ印税分がＧＤＰに入る
• しかし，輸入にはいるので，ＧＤＰからその分，マイナスされる
• 結局，相殺されＧＤＰに入らない
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Ｕ氏のＣＤ印税はＧＮＰに含まれる？

• いずれの場合もＧＮＰには含まれない

– Ｕ氏への雇用者報酬の場合

• ＧＮＰ＝ＧＤＰ＋海外への第１次所得（要素所得＋財
産所得）受け払い

• 海外に対する雇用者報酬の支払により，ＧＮＰからは
除外される．

– 米国Ｕ事務所経由の場合

• ＧＤＰに含まれないので，含まれない


